
預かり保育は、 

幼児教育・保育の無償化
の対象です。 

通常と同じく法定代理受

領（保護者に代わって施
設が請求）で給付します。 
【無償化限度額】 

月利用日数×４５０円 

※無償化額は最大で 

月１１，３００円まで 

～ 福島市幼稚園送迎ステーションのご案内 ～ 

 
就労している保護者の皆さまへ 
 
 幼稚園の預かり時間が、もっと長ければ助かるというお悩みはありませんか？ 
 今の幼稚園に在園したまま、保育時間の前後を「送迎ステーション」で過ごすという方法が
あります。 
 
送迎ステーションの開設 
○送迎ステーションとは： 
送迎ステーションでは、朝夕の幼稚園開園時間の前後にお子さんをお預りします。 
幼稚園のスクールバスが、送迎ステーションと幼稚園の間のお子さんの送迎をします。 
なお、長期休みにスクールバスを運行していない場合は、送迎ステーションを開設してい

る施設で預かり保育を行います。 
 
○対象者：私立幼稚園を利用する児童で、保育の必要性がある（福島市から保育認定【２

号】を受けている）方が対象です。※児童と保護者ともに福島市民である必要があ
ります。 

 
○開設場所：①福島保育所（福島市森合町 8-12） ➁みその幼稚園（福島市方木田字永樋 15-11） 
 
○開設時間：・朝の時間：午前７時３０分から午前９時まで ※朝の時間のみ又は夕の時間のみ 

・夕の時間：午後２時から午後７時まで      の利用も可能です。 
        ・長期休みは「午前７時３０分から午後７時まで」通しで預かれます。 
         その場合、「午前９時から午後２時まで」は預かり保育となります。 
 
○休園日：日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）など 
 
○利用料：月２，０００円 ※朝の時間のみ又は夕の時間のみの利用の場合は月１，０００円です。 
                ※スクールバスの利用料が別途かかります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在籍している幼稚園が、長期休みにスクールバスを運行し
ていない場合、送迎ステーションを開設している施設が、在
籍している幼稚園に代わって預かり保育を行います。 

送迎ステーションの利用料とは別に、 

無償化額を超えた場合、その分の預かり保育の利用料

が発生します。 

【例】１０，０００円－９，０００円＝１，０００円 

（利用料）  （無償化額） （保護者負担額） 

令和５年４月から 

※みその幼稚園は、 
令和４年１１月から 

先行して募集 

新設 

定 員 

各２０名 

※４５０円×２０日 


